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に国際機関と日本とでいさ
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関においては，これとは事

味するところは，高齢者や

まらない。これに加えて，

，あわせて意味する。これ

。そこに，児童を対象にす
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児童の日常生活上の援助を

を介護職と保育職に即して

（ ）



いえば，日本に

に加えて保育職

ワーカーという

立命館経済

おいては介護職のみを，イギ

をも意味する。こうした意味

言葉の範囲は，イギリスなど

学（第 巻・第４号）

リスなどの欧米諸国と国際機

からすれば，日本におけるケ

に較べると明らかに狭い。

関においては，介護職

アワークあるいはケア

ケアワーカー

にする労働者の

事実と異なる。

イギリスを含む

施設や在宅介護

市場の重要な一

従事者と共に介

と表現することから，ケアワ

みを以って構成される，と理
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に触れないわけにいかない。
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対価としての賃金を手
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非営利団体などと共に

自営業者が，専ら家族

た，保育の分野におい

ても，チャイル

供する家族保育

という事情もあ

世話に当る保育

ケアワークの

ずれも主要グル

業に属する
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グループ の

ドマインダーと称され，４人

が，これもサービスの重要な

る。最近では，保護者の自宅

士も，見られる。

職業分野を，全国統計局『標

ープ６の対人サービス職業の

なわち，小グループ のヘ

保育及び関連対人サービスに
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準職業分類』 年版に即し

内，副主要グループ のケア

ルスケア及び関連対人サービ

区分される職業である。

りながらサービスを提

れ，今日に至っている

ぜい２人程度の児童の

て列記するならば，い

リング対人サービス職

ス，並びに，同じく小

このうち前者

の介護助手

ープ の保育

職業， のプ

グループには，

名称から容易に

ケアワーカーの
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レイグループ指導員及び助手

今ひとつの小グループ 動

理解されるように家畜を含む

職業分野から一般に除外され

助手を始め，同じく の寮

）から構成される。同

のチャイルドマインダー（
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）
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ワーカーを始め作業療法士

ニティワーカー（

務職員，保育助手，寮父母

チャイルドマインダー並び

ある
）
。用語としてのソーシ

，ソーシャルワークの諸要

），同じくソーシャ

並びに施設管理人，介護助

に関連の職業，プレイグル

ャルケア労働力ないしソー

シャルケア労

ソーシャル

なわち，前

（

れるのに対し

門職は含まれ

年にお

働者は，このように介護や保

ケア労働者とケアワーカーと

者が，ソーシャルワーカー

）に加えて，保育士

て，後者は，専ら介護士や保

ないことである。

けるケアワーカーの規模は，

育を担うケアワーカーより

の相違は，以下のようにい

や作業療法士などの専門職

などの擬似専門職（

育士などの擬似専門職から

全国統計局『労働力調査』

も広い範囲の労働者を指す。

い換えることもできる。す

（ ）や準専門職

）の両者から構成さ

なり，そこに専門職や準専

を拠り所にするならば，表

１に示す通

ドのみ）。こ

者などを含ま

超す規模は，

りである。 万人を超すケア

の計数は，私的に雇われる乳

ないことから，過小評価の誹

労働市場において大きな集団

２．ケア

ワーカーは，労働力人口比

母や無届のチャイルドマイン

りを免れない。しかし，就

である。

ワーカーの賃金水準

％を占める（イングラン

ダー，あるいは派遣労働

業者総数との対比で５％を

実数にして

る特徴を持つ

賃金水準か

を試みたい。

に必要な賃金

およそ 万人，就業者比

であろうか。

ら取り上げてみよう。その特

それは，男女の平均賃金であ

水準を意味するリビングウ

％に相当するケアワーカー

徴を見定めるために，まず

り，次いで全国最低賃金，

ェイジ（ ），最後に

の手にする賃金は，いかな

は，他の賃金水準との比較

さらに，健康な状態の生活

，小売業などの第三次産業

（ ）

表１

介護助手
保育士
保育助手
児童施設管理人
チャイルドマインダー
プレイグループ指導員
教育助手

及

ケアワー

び助手

カーの規模（ 年）（

実数（人）

１）

比率（％）

計

（資料）

（注）（１）比率の合計は，四捨
より作成
五入のた

。
めに にならない。
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における諸職種

ケアワーカー

から ％に相

の賃金，これらである。

の賃金は，男性の平均賃金

当する水準である。女性の

（中位数）に較べると，表２に

平均賃金（中位数）に較べてさ

示すようにその ％

えも，同じく ％か

ら ％の水準

に目立つ。ケア

さい。保育助手

別労働組合とし

が， 年 月

ケアワーカーの

ユニゾンの改定

である。ケアワーカーの中で

ワーカーの賃金は，全国最低

の賃金に至っては，全国最低

てのユニゾン（ ，組

までに実現をするべきである

賃金は，自治体立介護施設に

要求の金額をいずれも下まわ

も保育サービスの担い手にお

賃金よりもおおむね高い。し

賃金さえも下まわる。しかも

合員 万 人，うち女性組

として掲げる全国最低賃金額

フルタイムで働く女性介護職

る。それが，リビングウェイ

ける水準の低さが，特

かし，両者の格差は小

，イギリス最大の産業

合員 万 人， 年
）
）

ポンドに比べると，

員を唯一の例外として，

ジとして要求される賃

金水準を下まわ

ケアワーカー

それとさして違

賃金が，表３に

労働者，あるい

（

り，あるいは，これに近接す

の賃金は，スーパーマーケッ

わない水準にある。児童によ

示すようにバーガーキング

は，スーパーマーケットと

）やテスコ（ ）

ることも，前出の表に示す通

トやレストランあるいは清掃

り添い，その発達を手助けす

（ ）やマクドナル

して各地に店舗を構えるマ

などの販売員などのそれとほ

りである。

業などに働く労働者の

る保育士や保育助手の

ド（ ）に働く

ークアンドスペンサー

ぼ重なり合う水準にあ

（ ）

介護助手（中位数，
全女性
女性フルタイマー
女性パートタイマー

自治体介護施設職員（中
自治体ホームヘルパー
保育士（中位数，

（
年

表２

年）

位数，
中位数
３月）

ケアワーカーの時間当た

年）
， 年）

り賃金

時間当

とその位置

たり賃金（ポンド） 比率（％）

有資格保育士（平均，
保育助手（中位数，

全国最低賃金（ 年
低いが社会的に容認され
１人暮らしの成人
フルタイムとパー
年 月までに

る
（
ト
実

年１
年３月

月以降
生活に
年

タイム
現する

平均賃金
男性（中位数， 年）

月）
）

）
要する時間当たり賃金
）
各１人（同上）（１）
べき全国最低賃金

女性（同上，

（資料）

（注）（１）２人中他の１人の

年

働き

）

手の必
より作成。

要額は， ポンドである。
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ることには，

介護サービス

じられ，制度

職と同じよう

ケアワーカ

日本の賃金事情を念頭に置く

を担う介護職についても同様

的にも担保され始めているに

に第三次産業の諸職種のそれ

ーの賃金は，その水準に着目

からであろうか，正直のと

である。高齢者や障害者の

もかかわらず，サービスを

と重なり合う水準にある。

するならば全国最低賃金に

ころ驚かされる。事情は，

「生活の質」が政策的に論

担う介護職の賃金は，保育

近接し，リビングウェイジ

をおおむね下

水準にある。

ケアワーカ

ソーシャルワ

賃金職種が多

金もこの例に

まわる。低賃金職種として良

ーの賃金は，これに加えて時

ーカーあるいは作業療法士な

くの場合に週給ではなく時間

漏れないということである。

く知られる第三次産業にお

間給であることもいまひと

どの賃金が週給であること

給であることを思い起こす

ける諸職種の賃金と類似の

つの特徴である。看護師や

とは，明らかに異なる。低

ならば，ケアワーカーの賃

（ ）

表３ ケアワ

介護助手
イングランド地方
スコットランド地
イングランド南東

ホームヘルパー
イングランド地方
スコットランド地

ーカー賃

自治体（
方自治体
部の一民

自治体（
方自治体

金の他職種賃金との比

年４月以降）
（同上）
間施設（ 年）

較（

時間当

年４月以降）
（同上）

年）

たり賃金（ポンド）

保育士
イングランド地方

保育助手
イングランド地方
国民保健サービス
民間営利企業

清掃員
アボット工業団地
ブリティシュテレ

自治体（

自治体（
（ 年
（ 年

（ 年
コム（

年４月以降）

年４月以降）
４月以降）
２月以降）

１月以降）
年４月以降）

テスコ（ 年６
ウェイター・ウェイト

ジャルビスホテル
食堂労働者
イングランド地方
モリソンズ（同上

レストラン労働者

月 日以
レス
（ 年

自治体（
）

バーガーキング（
マクドナルド（

販売助手

年
年９月

降）

月 日以降）

年４月以降）

月）
）

マークアンドスペ
テスコ（ 年６
アスダストア（

（資料）

ンサー（
月３日以
年４月

年７月以降）
降）
以降）

より作成。
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最後に，ケア

間営利部門にお

思う。両者の格

ワーカーの賃金は，公共部門

いて低い。その一端は，前出

差は小さくない。一例を挙げ

と民間非営利部門において相

の表３から読み取っていただ

よう。介護助手の週当たり平

対的に高く，他方，民

けるのではないか，と

均賃金は ポンド

である。これを

利部門で

無視し得ないほ

とつにする。公

賃金の形成であ

によるケアワー

い。結果は，後

低賃金は，労

雇い主の経営形態別に見ると

ポンドである（ 年
）
）。後者

どに大きい。この賃金格差は

共部門などにおいては，労働

り，その引き上げである。他

カーの組織化に乏しい。協約

者における一段の低賃金の広

働力移動の誘因である。ケア

公共部門と民間非営利部門で

は，前者の ％の水準にあ

，両者における労働組合の交

組合が交渉力を発揮して労働

方，民間営利部門は，今日に

賃金の経験さえも，いきおい

がりである。

ワーカーの移動率は高い。介

ポンド，民間営

る。 ％に近い格差は，

渉力の相違を要因のひ

協約を締結する。協約

おいてさえも労働組合

少なくならざるを得な

護職のそれは，施設と

在宅とを問わず

在宅 ％，

こすならば，移

い（チャイルド

ケアワーク部

要因のひとつで

とつであると考

年間 ％前後を記録する（児

年
）
）。３年前の 年におけ

動率の高止まり傾向というこ

マインダー ％，保育所保育士

門と小売業との競合は，前者

ある。賃金は，もとよりこの

えられる。２つのことを指摘

童施設 ％，高齢者施設

る計数（順に ％， ％，

とが出来る。さらに，保育職

％など， 年３月 年

から後者への労働力移動の見

唯一の要因とはいえない。し

しておきたい。

％，他の成人施設 ％，

％， ％）を思い起

の移動率は，一段と高

６月
）
）。

過ごすわけにいかない

かし，重要な要因のひ

まず，平均賃

る。しかし，両

見る限り，表４

い換えても良い

いて小売業のそ

非常に近接する

いて同一の時間

金（中位数）を見る限り，ケ

者における賃金分布に注目し

に示す通り両者における格差

。すなわち，ケアワーク部門

れよりもある程度高い。しか

。かくして賃金分布の下位

当たり賃金である，と考えら

アワーク部門の賃金が小売業

たい。十分位の最下位にお

は，はっきりと縮小する。こ

の時間当たり賃金は，その中

し，両者の賃金水準は，最も

％に着目する限り，両部門の

れる。保育職の賃金水準が介

のそれを確かに上まわ

ける賃金水準（平均）を

れは，以下のように言

位数と平均の双方にお

低い部類に関する限り

少なくない労働者にお

護職のそれを下まわる

ことは，既に述

ットに働くキャ

これらは，表

てある。時間あ

並びに第１四分

テルやレストラ

べた。このことを改めて思い

ッシャーのそれとの同一性は

５からも読み取ることが出来

たり賃金（中位数）に示され

位で見る限り，明らかに縮小

ン，清掃や警備などの部門に

起こすならば，保育職の賃金

，一段と広がると考えてよさ

る。念のために介護に止まら

る部門間の格差は，賃金分布

する。ケアワーカーの賃金は

おけるそれとも重なり合うの

水準とスーパーマーケ

そうである。

ず保育についても示し

に注目して第１十分位

，小売業はもとよりホ

である。

（ ）

表４

介護助手及びホームヘ
小売業のキャッシャー

賃金格差（ ）

（資料）

介護助

ルパー

手とキャッシャーの時間

中位数 平

当たり賃

均 第

金比較（ 年）

１十分位 第２十分位

より作成。

（単位 ポ

第９十分

ンド）

位



イギリスのケアワーカー（三富）

表

かくして部

種などへの移

門間あるいは職種間の労働力

動の障害は，少なくとも賃金

移動，具体的にはケアワー

水準の次元において存在し

ク部門から小売業とその職

ない。

さらに，今

働時間が一定

手にする賃金

の非自発的な

なく危うさを

して時間当た

されるのであ

ひとつの要因もある。それは

しないことである。これは，

の変動を併せて覚悟しなけれ

変動の結果として変化する。

伴う。他方，小売業の，具体

り賃金にさしたる違いもなく

れば，ケアワーカーは，小売

，ケアワーク部門の，具体

生活時間の計画的な設計を

ばならない。労働への対価

所得の確保と支出における

的にはキャッシャーの場合

，他方，働く時間と手にす

業に引き寄せられるであろ

的にはホームヘルパーの労

危うくするに止まらない。

としての賃金は，労働時間

計画性の担保は，いやおう

に，この事情はない。かく

る賃金水準が安定的に確保

う。大規模なスーパーマー

ケットのある

としない。ケ

ケアワーカ

用負担を生

る（ 年
）
）。

る職種にお

ことが出来る

地域におけるケアワーカー確

アワーカーの高い移動率は，

ーの移動は，サービスの継続

じさせる。労働力の移動は，

補充などに要する費用の発生

いて潜在能力の ％しか発揮

。イギリスにおいて一般的に

保の難しさが各地に伝えら

これらの結果である。

性を損なうだけではない。

一人当たり ポンドの費用

である。加えて，新規に採

せず，勤続１年後にその ％

確認される事柄である。

れるのも，経済的に故なし

これに加えて，経済的な費

を生じさせると推計され

用される職員は，配属され

を以って仕事に取り組む

ケアワーカ

サービス部に

ー ％など，

の利用，とり

広がりである

る（調査対象

ーの採用が，「非常に難しい

おいても少なくない（両者の

年９月
）
）。必要なケアワー

わけ１ヶ月以上の勤務を記

。長期派遣労働者の利用は，

自治体の ％， 年９月
）
）。こ

」もしくは「難しい」とする

合計は，高齢者介護施設 ％，

カーを確保することが出来な

録する長期派遣労働者（

殆んどの自治体におけるあ

れらの労働者は， 年から

意見は，地方自治体社会

児童施設 ％，ホームヘルパ

いことから，派遣労働者

）の利用の

りふれた光景のひとつであ

年にかけて実数にし

（ ）

表５ 低

実数（ポンド）
小売
ホテル・レスト
清掃
警備

賃金業種

ラン

介護
保育

の時間当たり賃金比較

中位数 第１十

（ 年）

分位 第１四分位

格差（ポンド， ＝

（資料）

）

より作成。



て 倍へと推

の２％（ 年

立命館経済

移する（ 人， 人，フ

）から，およそ ％（ 年

学（第 巻・第４号）

ルタイム換算）。地方自治体の

）へとその比率を上昇させる

ソーシャルケア労働力

。

ケアワーカー

は，してみると

この国の全国

ド）の金額とし

３．全国最低

の賃金は，全国最低賃金に近

前者に同じ効果をもたらすと

最低賃金は， 年４月に

て出発してから， 年９月

賃金の引き上げ効果

接する水準である，と述べて

考えることが出来そうである

時間当たり ポンド（ 歳

までに６回の改定を記録する
）

きた。後者の引き上げ

。

以上， 歳は ポン

。最近では，時間当た

り ポンド

ケアワーカー

たであろうか。

して，独自の意

改定全てについ

２つの時期に絞

低賃金に関す

金を以って低賃

（ 歳以上， 歳は ポンド

の賃金は，全国最低賃金のこ

これらの検証は，ケアワーカ

味を持つであろう。他の低賃

て作業を行うべきかとも考え

って検証をしてみよう。

る標準的な定義は，イギリス

金と定義する考え方が，支持

， 年 月以降）である。

れらの制度化と改定に伴って

ーの賃金が低賃金職種のひと

金職種と併せて検討してみた

られるが，ここでは，制度の

に存在しない。第１十分位の

を受けている。しかし，この

どのような影響を受け

つであることの例証と

い。本来ならば６回の

発足当初とごく最近の

最も低い時間当たり賃

定義とこれに沿う金額

の確定は，容易

を僅かに下まわ

会（

満たない賃金を

低賃金労働者

スニックマイノ

を始め派遣労働

でない。それは，統計上の拠

る金額から同じく ポンド

）は，こうした

低賃金，この額の賃金を手に

は，この理解に従えば性別に

リテイ，障害の有無別には障

者，季節労働者及び内職者，

り所と計数の解釈によって，

を越す金額まで，様々である

事情を考慮して時間当たり

する労働者を低賃金労働者と

女性，年齢階層別には若年者

害者，雇用もしくは就業形態

家族形態別には母子家庭や父

時間当たり ポンド

（ 年）。低賃金委員

ポンド（ 年）に

理解する
）
。

，人種や民族別にはエ

別にはパートタイマー

子家庭の保護者に傾斜

する。経営の形

ソーシャルケア

どに傾斜する。

時間当たり

全国最低賃金

上げの効果を与

態別には，フル

態別には，民間営利部門に傾

，理容及び美容，ホテルやレ

これらの９業種において

ポンドに満たない賃金を受け

の制度化は， 歳以上の労働

える。これを性別にいえば，

タイマー 万人に対してパー

斜する。さらに，業種別には

ストラン及び食堂，農業，衣

万人が雇用され，この内の

取る。

者の実数にして 万人，比

男性 万人，女性 万人で

トタイマー 万人である。

小売を始め清掃，警備，

服製造及び履物製造な

万人以上の労働者は，

率にして９％に賃金引

ある。同じく就業の形

もっとも大きな影響を
）

受けたのは，以

業種別には，低

及び食堂，ソー

れる。

このうちソー

の結果として賃

上の計数から推測されるよう

賃金労働者の最も多くを擁す

シャルケアなど低賃金労働者

シャルケアにおいては８万人

金の引き上げを経験する。ソ

に実数にして 万人の女性

る小売はもとより清掃，警備

の多い業種における賃金の引

ほどの労働者が，全国最低賃

ーシャルケアの経営形態別に

パートタイマーである。

，ホテルやレストラン

き上げ効果が，記録さ

金の制度化に伴う直接

は，民間営利部門にお

（ ）



ける引き上げ

額を既に支払

低賃金の制度

イギリス

効果が，顕著である。他方，

っている場合が多いことから

化以前における協約賃金の有

のケアワーカー（三富）

公共部門と民間非営利部門

，民間営利部門に較べると

無とその水準が，この相違

は， ポンドの最低賃金

僅かな影響である。全国最

を左右したといってよい。

保育におけ

影響を受けた

の平均賃金を

の引き上げ効

が，最初の年

の積極的な影

賃金の引き

る包括的な計数は，残念なが

保育職の計数を，ここに提示

下まわるという既に述べてき

果は，介護士よりも保育士に

次報告書において別の間接的

響について言及していること

上げ効果は，制度の発足当初

ら存在しない。このために

するわけにいかない。しか

た事実を改めて思い起こす

ついて大きいと考えて良さ

な論拠を示しながら，保育

を，併せて紹介しておきた

に止まることなく，その後

，全国最低賃金の制度化の

し，保育士の賃金が介護士

ならば，制度化に伴う賃金

そうである。低賃金委員会

分野の賃金に与えた制度化

い
）
。

も継続的に認められる。

全国最低賃

労働者に賃金

ける場合と同

％，男性フ

にも小売を始

衣服製造と履

制度化の当初

ソーシャル

金の 年 月における改定

引上げの効果をもたらす。利

様である。その３分の２は

ルタイマー ％，同じくパート

め清掃，警備，ホテルやレス

物製造，理容及び美容，農業

における効果と同じである。

ケアの分野における全国最低

は，実数にして 万人，比

益を受けたこれらの人々の

女性である（女性パートタイマ

タイマー ％，四捨五入のために

トラン及び食堂，ソーシャ

の各業種である。年齢階層

賃金の効果は，確かに認め

率にして ％に相当する

属性は，制度化の当初にお

ー ％，同じくフルタイマー

合計は を越す
）
）。業種別

ルケアと保育，織物製造，

や人種あるいは民族別にも，

られるものの，以前に較べ

ると縮小の傾

まず，他の

賃金水準のよ

を相対的に減

さらに，ソ

ある。職員に

れたことから

向にある。その要因として３

低賃金を特徴にする業種，例

り重要な要因として登場した

速させる。

ーシャルケアの分野における

関する最低基準が，介護諸基

，これに抵触する人事管理に

つのことを指摘しなければ

えば小売における雇い主と

ことである。全国最低賃金

サービス基準とその一環と

準に関する 年法に沿っ

手を染めるわけにいかない

ならない。

の労働条件を巡る競争が，

は，結果としてその影響力

しての職員基準の制度化で

て法的な要件として設けら

。しからば，サービスへの

対価として要

乏しい。介護

金への依存度

に伴う賃金引

低賃金委員

すなわち，低

の引き上げに

介護者や障害者に請求する料

サービスの料金決定に関わる

が高いことから，文字通りの

上げの可能性は，おのずと弱

会が，こうした事情を正確に

賃金委員会は，ソーシャルケ

伴う追加費用の発生に対応し

金を引き上げることができ

特有な事情が，そこに伏在

意味の価格決定力を持ち得

い。

把握していることは，記憶

アの分野における公的な資

ていないと指摘した上で，

るかといえば，その余地は

する。事業所は，公的な資

ない。全国最低賃金の改定

しておかなければならない。

金の投入が，全国最低賃金

これの改善を政府に求める
）
。

しかし，政府

会の提案に口

保育所保育

当する保育士

る保育士は，

門では平均の

は，公的な資金が実質ベース

をふさいでいる。

士の賃金分布は，全国最低賃

は， 年４月に 歳以上を

この額を下まわって支払われ

倍に当る８％，この額を下ま

で増加していることを紹介

金の引き上げを反映して上

対象にする最低賃金に同じ

る。最低賃金に同じ金額を

わって支払われる保育士は

するばかりで，低賃金委員

向き移動を示す。４％に相

金額を受け取り，９％に当

受け取る保育士は，民間部

，同じく ％に上る。

（ ）



全国最低賃金

と共に，その調

育士の増加に手

立命館経済

が，保育における賃金決定に

整問題を生じさせている。保

をつけ始める。 年 月以

学（第 巻・第４号）

主要な役割を演じていること

育所は，職員の規模の縮小や

降に確かめることの出来る事

から，最低賃金の改定

職業資格を持たない保

態である。しかし，保

育の分野におい

当りの児童数や

態は，これらの

げに踏み切る例

動せざるを得な

ロッパ大陸諸国

育サービスへの

てもソーシャルケアと同じよ

学級当りの児童数に関する規

要件に照らすとき，おのずか

も少なくない。全国最低賃金

いとして，この動きを是認す

のそれに較べて明らかに高い

需要を，とりわけ低所得階層

うに法的に定められた職員基

定などが，それである。

ら限界を伴う。保育所が，こ

の引き上げは，これに対応す

る評価がある一方において，

保育料金の一段の引き上げを

において萎えさせるとして，

準がある。例えば職員

年 月以降の新しい事

のために保育料の値上

る保育料の値上げに連

かかる値上げは，ヨー

意味することから，保

これに懸念を表明する

動きもある。

低賃金委員会

的な資金の一段

避けられない，

が，最低賃金の改定とその波

の投入を求めたように，これ

と考えられる。

４．介護サービス

及効果に関わってソーシャル

と同じ事態が，保育の分野に

と全国最低賃金の適用問題

ケアの分野における公

おいても遅かれ早かれ

ソーシャルケ

だけに，最低賃

ある仕事の割

て賃金支払いの

賃金は，協約に

在宅介護協会

労働者は，この

アは，全国最低賃金が賃金水

金の適用を巡っていくつかの

り当て場所から他の仕事場所

対象である。この移動時間は

よる最低賃金と同じ様にこの

（

移動時間に名称を特定した賃

準に重要な影響を及ぼす分野

問題も生じている。

への移動に費やす時間は，そ

，労働時間として理解される

種の移動時間を支払いの対象

）の調査に

金の支払いを受けない
）
。この

のひとつである。それ

の間の休息時間を除い

からである。全国最低

にする。しかし，英国

よると，３人中２人の

要因は，いくつか考え

られる。

地方自治体は

ービス事業所へ

も考慮されない

さらに，地方

問サービスを在

の支払いに要す

，サービス利用者の受ける給

の支払いを行う。労働時間に

。

自治体は，サービス給付時間

宅サービス事業所から購入す

る費用をまかなうことが，従

付時間を唯一の基準に価格を

関する法的な定めは，価格の

の縮減に乗り出し， 分もし

る傾向を強めている。事業所

来にも増して難しくなる。低

決め，これに沿ってサ

決定に当っていささか

くはこれに満たない訪

は，いきおい移動時間

賃金委員会は，これら

の事態に正当な

になるように求

ことである。歓

待機に関する

はその近くにお

ついても支払わ

注意を払う。すなわち，移動

め，その担保としてのサービ

迎するに値するもっともな勧

賃金の扱いも，問題のひとつ

いて待機をする場合，これも

れる。もとより待機の時間と

時間が法的な規定に沿って賃

ス価格の引き上げを政府に勧

告であり，政府の対応が注目

である。全国最低賃金は，労

労働時間の一部とみなされて

いえども，労働者が自宅にお

金支払いの実際の対象

告する
）
。 年２月の

される。

働者が仕事場所もしく

，これに費やす時間に

いてすごすことを認め

（ ）



られる場合に

や年間賃金に

担うとみなさ

イギリス

は，この限りではない。し

関する取り決めを持たない

れる。待機時間の扱いは，雇

のケアワーカー（三富）

かし，一部の待機労働者（

ことから，測定されていない

い主と待機労働者との個別

）は，労働時間

労働（ ）を

の交渉に委ねられる。しか

し，個別の交

一部もしくは

介護サービ

治体から直接

に，利用者は

に事業所とそ

サービスに

渉であるだけに，かかる労働

全部の不払いである。

スの利用者は，地方自治体に

に，あるいは，民間部門の事

，地方自治体が算定したサー

のサービス契約を直接に結ん

関する自主的な選択権を尊重

者の交渉力は，いかにも乏

サービスの給付を申請して

業所を介してサービスを受

ビスの利用相当額を自治体

で，サービスを自ら購入す

するという考え方を出発点に

しい。結果は，待機時間の

アセスメントを経た後，自

給することが出来る。同時

から受け取り，これを原資

ることも出来る。利用者の

制度化され，直接支払い

（

う労働者を直

最低賃金の支

しかし，利

）の冊子

雇い主として

られ，全国最

）として知られる制度であ

接に雇う法的な地位を与えら

払い義務は，その一部である

用者は，かかる法的な義務

『あなたの住む自治体から直

）には

の法的な責任を果たすことを

低賃金の遵守もその一環であ

る。利用者は，これを利用す

れる。雇い主としての法的

。

について殆んど知らない。保

接支払いを受けるに当って

，「もしあなたが，職員を雇

，それとして示さなければ

ることが示される。しかし

るならば，サービスを担

な責任と権限の発生である。

健省（

の案内』（

おうと計画をするならば，

なりません」と明確に述べ

，保健省のこうした努力に

もかかわらず

全国最低賃金

直接支払い

めて具体化さ

手の労働基本

払いの制度を

けた政策的な

，直接支払いに関わる雇い主

として法的に定められる金額

の制度は，障害者や高齢者の

れた歴史を持ち，その趣旨は

権が遵守されてこそ，受給者

利用するサービスの給付が広

努力が，求められる。

義務の発生は，一般に殆ん

への抵触を始めとする雇い

団体が，サービスにおける

，おおいに尊重されて良い

にとって満足のいくサービ

がりを見せているだけに，

ど知られていない
）
。結果は，

主責任の不履行である。

自主的な選択権の尊重を求

。同時に，サービスの担い

スとなるであろう。直接支

雇い主責任とその履行に向

本稿に扱っ

にしながら，

数に沿って改

たケアワーカーの規模と賃金

ごく最近の計数を以って検討

めて検証されたといってよい

お わ り に

水準については，前掲拙著

したものである。拙著にお

。尚，全国最低賃金の適用

において述べた議論を基調

ける主張は，ごく新しい計

に関わる諸問題は，本稿に

おいて始めて

なり合うこと

）

取り上げたものである。かか

から，引き続き関心を持って

る諸問題の政策的な扱いは

見守りたいと思う。

注

，日本における問題とも重
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